
＜態勢面の整備＞

○復興関連の様々な法的紛争を想定
した態勢の整備

・書記官等約２５人の増配置

（沿岸部所在庁を中心）

・裁判官も含めた事件動向に応じた機
動的な応援態勢の構築

・震災対応総合窓口の設置と，窓口の
ワンストップ化

機動的な応援等により，復興関連の

財産管理人選任申立事件の動向の
変化にも対応可能

財産管理制度の円滑な活用に向けた取組

＜運用上の工夫＞（盛岡家裁の例）

○震災を原因とする所在不明の場合に
おける手続の簡素化

・通常必要な手続の代替として，行方不
明者届・未発見証明書等の活用

・申立前の申立人による親族等への聴き
取り調査を不要とする

⇒申立ての負担を軽減，申立後の手続
も円滑に

○手続の迅速化

・申立書類の審査から調査嘱託までを申
立ての当日中に行う

⇒迅速な審判へ

○ 裁判所の窓口を文書で被災３県の全自治体に周知。要請に応じて自治体担当者に対する説明会も実施予定。

○ 法務省・最高裁において，申立てやその後の手続に関するＱ＆Ａを作成し，自治体による申立てガイドラインの作成に協力。

＜関係機関との連携＞（盛岡家裁の例）

○申立人となる自治体との連携

・打合せ（３回）や電話等による情報交換

⇒円滑な申立て・審理へ

申立手続や必要書類等を教示（家裁→県）

準備状況や申立ての時期，事案の概要を説明
（県→家裁）

・自治体の研修会への講師派遣

⇒基礎的な知識の共有

○財産管理人となる弁護士，司法書士と
の連携

・地域の弁護士会，司法書士会に対し，
管理人候補者の推薦を含めた自治体に
よる申立支援を要請

⇒管理人候補者を確実に確保

＜関係機関への協力要請＞

○ 法務省民事局から，最高裁事務総局家庭局，日本弁護士連合会，日本司法書士会連合会に対し，財産管理制度の円滑
な活用につき協力を依頼

【裁判所における取組】 ※法務省民事局において最高裁判所事務総局から聴取したもの

【今後の更なる取組】

【法務省民事局における取組】

法務省資料



法務省民二第２１２号

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ８ 日

日本司法書士会連合会会長 細 田 長 司 殿

法務省民事局民事第二課長 江 原 健 志

土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への協力につ

いて（依頼）

東日本大震災の被災地における住宅再建・復興まちづくりの加速化に向

けた施策の一つである標記の用地取得の迅速化については，別添のとおり，

当省においても，関係省庁と協力し，対応しているところです。

つきましては，下記について御協力をお願いします。

あわせて，宮城県司法書士会，福島県司法書士会及び岩手県司法書士会

においても，適切に対応していただくよう，よろしくお取り計らい願いま

す。

記

１ 土地の所有者の所在探索及び相続人の調査について

復旧・復興事業に伴う用地取得については，土地の所有者の所在が不

明であるなど，所有者の調査が困難であるため，復旧・復興が進まない

ケースがあるとの指摘がされている。

復旧・復興事業の実施に当たり，自治体が用地取得を行う場合等には，

土地の所有者から当該用地を取得する必要があるところ，被災地の自治

体から，用地取得に係る各種登記業務に関する相談及び登記の嘱託に係

る事件の土地の所有者の所在探索又は所有権の登記名義人の相続人の調

査の依頼を受けたときは，積極的に対応するよう，会員に周知願いたい。

２ 不在者財産管理人又は相続財産管理人について



復旧・復興事業に伴う用地取得については，土地の所有者が行方不明

等となっているケースに関し，これに対応する民法（明治２９年法律第

８９条）上の制度として，不在者財産管理制度及び相続財産管理制度が

あり，今後，その利用の増加が見込まれるところである。

これらの制度が円滑に運用されるためには，財産管理人の選任を申し

立てる被災地の自治体と申立てを受ける現地の家庭裁判所及び司法書士

会との間で，連携が図られる必要があると考えられるところ，当該自治

体が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任を申し立てる場合等に

ついて，当該司法書士会から速やかに不在者財産管理人又は相続財産管

理人の候補者となる会員（司法書士）を推薦するなど，適切な対応を執

るよう配意願いたい。







法 務 省 民 制 第 ２ ０ 号

平成２５年３月２２日

最高裁判所事務総局家庭局長 豊 澤 佳 弘 殿

法務省民事局長 深 山 卓 也

土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への協力につ

いて（依頼）

現在，東日本大震災の被災地における住宅再建・復興まちづくりの加速

化に向けた施策の一つである標記の用地取得の迅速化については，別添の

とおり，当省においても，関係省庁と協力し，対応しているところです。

これに伴い，今後，被災地の自治体の申立てに係る不在者財産管理制度

及び相続財産管理制度の活用の増加が見込まれます。

つきましては，これらの制度の円滑な活用に向けて，自治体への情報提

供等について，引き続き御協力をお願いします。

なお，日本弁護士連合会に対しては，本年３月２２日付けで当職から，

日本司法書士会連合会に対しては，本年３月８日付けで当省民事局民事第

二課長から，それぞれ同旨の依頼文書を発出したことを申し添えます。



法 務 省 民 制 第 ２ １ 号

平成２５年３月２２日

日本弁護士連合会事務総長 荒 中 殿

法務省民事局長 深 山 卓 也

土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への協力につ

いて（依頼）

現在，東日本大震災の被災地における住宅再建・復興まちづくりの加速

化に向けた施策の一つである標記の用地取得の迅速化については，別添の

とおり，当省においても，関係省庁と協力し，対応しているところです。

これに伴い，今後，被災地の自治体の申立てに係る不在者財産管理制度

及び相続財産管理制度の活用の増加が見込まれます。

つきましては，これらの制度の円滑な活用に向けて，財産管理人の候補

者の確保等について，引き続き御協力をお願いします。

なお，最高裁判所事務総局家庭局に対しては，本年３月２２日付けで当

職から，日本司法書士会連合会に対しては，本年３月８日付けで当省民事

局民事第二課長から，それぞれ同旨の依頼文書を発出したことを申し添え

ます。
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